
　平成２９年５月分から平成３０年４月分の電気料金における再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は以下のとおりです。

１.定額制供給の場合

　（１）定額電灯および公衆街路灯Ａ（１ヶ月につき）

　１０Ｗまでの１灯につき

　１０Ｗをこえ２０Ｗまでの１灯につき

　２０Ｗをこえ４０Ｗまでの１灯につき

　４０Ｗをこえ６０Ｗまでの１灯につき

　６０Ｗをこえ１００Ｗまでの１灯につき

　１００Ｗをこえる１灯につき１００Ｗまでごとに

　５０ＶＡまでの１機器につき

　５０ＶＡをこえ１００ＶＡまでの１機器につき

　１００ＶＡをこえる１機器につき１００ＶＡまでごとに

　（２）臨時電灯Ａ（１日につき）

　総容量が５０ＶＡまでの場合

　総容量が５０ＶＡをこえ１００ＶＡまでの場合

　総容量が１００ＶＡをこえ５００ＶＡまでの場合１００ＶＡまでごとに

　総容量が５００ＶＡをこえ１ｋＶＡまでの場合

　総容量が１ｋＶＡをこえ３ｋＶＡまでの場合１ｋＶＡまでごとに

　（３）臨時電力

　契約電力０．５ｋＷ１日につき

　契約電力１ｋＷ１日につき

　（４）深夜電力Ａ（１ヶ月につき）

　１契約につき

　（５）農事用電力Ｂ（育苗温床用電力）

　契約電力０．５ｋＷ１日につき

　契約電力１ｋＷ１日につき

　（６）農事用電力（脱穀調整用電力）・・・１日につき

　契約電力０．５ｋＷの場合

　契約電力１ｋＷの場合

　契約電力２ｋＷの場合

　契約電力３ｋＷの場合

　契約電力３ｋＷをこえ１ｋＷを増すごとに

２.従量制供給の場合（１ｋＷｈにつき）

　低圧，高圧および特別高圧で供給を受ける場合

電灯
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再生可能エネルギー発電促進賦課金単価表

小型機器

平成２９年５月分から
平成３０年４月分

０円８３銭

１円６５銭

１円６５銭

８円６８銭

平成２９年５月分から
平成３０年４月分

２円６４銭

平成２９年５月分から
平成３０年４月分

２６４円００銭

平成２９年５月分から
平成３０年４月分

１５円６３銭

３１円２６銭

１０２円５４銭

１０２円５４銭

３０円６３銭

６１円２５銭

６１円２５銭

１６円５３銭

１６円５３銭

平成２９年５月分から
平成３０年４月分

８円６９銭

１７円３７銭

平成２９年５月分から
平成３０年４月分

１０円２５銭

２０円５１銭

４１円０２銭

６１円５２銭

平成２９年５月分から
平成３０年４月分

４円３４銭

８円６８銭

１７円３７銭

２６円０５銭


